
ベーシックプラン料金規約 

 

第１条（規約の目的） 

  本料金規約は、パナソニック株式会社（以下「当社」といいます）が提供する『NICOBO』

（以下「本機」といいます）の月額制サービスプラン（以下「本プラン」といいます）

をご利用いただく方（以下「利用者」といいます）に適用される利用条件を規定するも

のです。本料金規約をお読みいただき、内容について承諾の上、本プランをご利用いた

だくようお願いいたします。また、利用者が本料金規約に同意した時点をもって、本料

金規約の内容は、本プランに関する契約（以下「本契約」といいます）の内容として承

諾されたものとみなします。 

 

第２条（本料金規約の適用） 

１．本料金規約は、当社が別途定める NICOBOサービス利用規約における諸規定等の一つと

して、本プランの提供に関し、利用者に適用されるものとします。 

２．本料金規約に定めのない事項は、NICOBO サービス利用規約及びその他の諸規定等の定

めによるものとします。なお、本料金規約と NICOBO サービス利用規約及びその他の諸

規定等の定めが矛盾抵触する場合、本料金規約が優先して適用されるものとします。 

 

第３条（本プランについて）  

１．本プランは、本機を動作させるためにご契約いただく必須のプランとなります。本プラ

ンには以下のサービス（以下「本サービス」といいます）が含まれます。本プランをご

契約いただけない場合、本サービスを利用することはできません。 

・NICOBOの主要機能 

・NICOBOアプリの主要機能 

・NICOBO本体のソフトウェアアップデート 

２．本プランを利用するために、利用者が本機の初回設定を行い、本機を NICOBO サーバー

に接続する必要があります。 

 

第４条（本プランの申し込み） 

１．利用者は、利用者が本機の初回設定を行う際、本料金規約に『同意する』を選択したと

きに本プランの申し込みを行ったものとします。 

２．本契約は、利用者が前項の申し込みを行い、当社が当該申し込みを承諾した時点で成立

するものとします。 

 

第５条（本プランの利用料金） 

１．本プランの利用料金は、本プラン加入時において利用者に提示された金額とします。当



社は利用者に対して当該利用料金を請求し、利用者はこれを支払うものとします。 

２．本プランの利用料金が改定される場合、当社は所定の方法で利用者に通知するものとし

ます。 

 

第６条（利用期間） 

１．本プランの利用開始日は、利用者が本機の初回設定を完了した日とします。 

ただし、本機のお買い上げ時に、本プランへの加入手続きを行っている場合は、本プラ

ンの利用開始日は、本機を当社および当社が業務を委託した会社が出荷した日の翌日

とします。 

２．本プランの利用期間は、利用開始日から利用者が解約手続きを実施する等により本契約

が終了するまでとします。 

 

第７条（支払方法） 

１．本プランの利用料金の支払方法は、パナソニック マーケティング ジャパン株式会社が

提供する Panasonic Storeショッピング規約に定めるとおりとします。 

２．利用者が修理等のために本機を当社またはその他の指定会社にお預けになられる場合

でも、本サービスの提供が停止されることはなく、利用料金の支払いは免除されないも

のとします。 
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